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●大阪府は、「母子及び寡婦福祉法」に基づき、「大阪府母子家庭等自立促進計画」をまとめている。これは、広域

行政をになう観点からの理念や方向を示すとともに、各市で作成される「計画」のモデルにとの思いも含まれる。

ひとり親家庭へのより身近な市や町での相談体制の確立や、生活支援や就業支援のための施策の実施など、ま

さに総合的な施策実施が必要となっています。
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編　集　後　記

守 口 市

枚 方 市

寝 屋 川 市

大 東 市

門 真 市

四 條 畷 市

交 野 市

豊 中 市

池 田 市

箕 面 市

豊 能 郡

吹 田 市

茨 木 市

市 町 村 電　話　番　号 市 町 村 電　話　番　号 市 町 村 電　話　番　号

06－6992－1221

072－805－3521

072－824－1181

072－872－2181

06－6902－0148

072－877－2121

072－893－6400

06－6858－2767

072－752－1111

072－724－6738

072－752－7948

06－6384－1231

072－620－1634

摂 津 市

島 本 町

八 尾 市

柏 原 市

東大阪市東

東大阪市中

東大阪市西

泉 大 津 市

和 泉 市

高 石 市

松 原 市

富 田 林 市

河内長野市

06－6383－1111

075－961－5151

0729－24－3839

0729－72－1501

0729－88－6619

0729－60－9274

06－6784－7982

0725－33－1131

0725－41－1551

072－265－1001

072－334－1550

0721－25－1000

0721－53－1111

羽 曳 野 市

藤 井 寺 市

大阪狭山市

美 原 町

南 河 内 郡

岸 和 田 市

貝 塚 市

泉 佐 野 市

泉 南 市

阪 南 市

泉 北 郡

泉 南 郡

0729－58－1111

0729－39－1111

072－366－0011

072－361－1881

0721－24－5169

0724－23－9480

0724－33－7021

0724－63－1212

0724－83－0001

0724－71－5678

0724－45－2387

【大阪府内の福祉事務所】

社会福祉関係の業務を行う機関として府および各市、町設置の福祉事務所があります。専門知識を有する母子自立

支援員が母子家庭、寡婦の方々の福祉に関する相談や日頃の悩みや生活の安定、自立のための相談に応じます。

大阪市内にお住まいの方は、住所地を担当する各区役所（健康福祉センター）へお尋ねください。

堺市内にお住まいの方は、住所地を担当する各支所の地域福祉課へお尋ねください。

高槻市にお住まいの方は、市子ども育成室児童福祉課（072－674－7174）へお尋ねください。

【土日夜間電話相談】（大阪府が社会福祉法人八尾隣保館八尾母子ホームに委託して実施しています）

ひとり親家庭の方の、子どもの養育に関する相談や健康管理の相談、その他生活全般の様々な

相談に電話で応じます。

● 電話番号（0729－23－4152）

● 相談受付時間土・休日（10:00～17:00）／休日・平日夜間（18:00～23:00）

相談窓口一覧


